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研究成果の概要（和文）：この研究では、日本が1985年に批准した国連女性差別撤廃条約が国内でどのように実
施されてきたか、すなわち条約がどの程度守られてきたかを研究した。条約の監視機関である国連女性差別撤廃
委員会は、日本政府の提出した定期報告を検討し、その結果を「総括所見」にまとめるが、そこに示された日本
の国内実施に関する「懸念事項」と日本への「勧告」について、差別の背景と現状を詳しく分析した。そして、
総括所見の実現が日本国内において進まない理由を、国内法制度を初め、行政、司法、歴史、文化、社会など、
包括的に分析し、阻害要因の解明を試みた。

研究成果の概要（英文）：This research undertook to explore the status of domestic implementation of 
the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which Japan 
ratified in 1985, or to what extent the Convention was complied with. The UN Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women, the Convention's monitoring body examines the periodic 
reports submitted by the Japanese government, and issues its Concluding Observations. In the 
research, the background and the status of discrimination in Japan that were indicated in the " 
principal areas of concern" and "recommendations" in the Observations were examined regarding the 
domestic implementation of the Convention, in order to conduct a comprehensive analysis covering 
domestic legal system, policy, judiciary, history, culture and society, and clarify the factors 
hindering the full implementations of the Concluding Observations in Japan.

研究分野： 基礎法学、ジェンダー法

キーワード： 女性差別撤廃条約　女性差別撤廃条約選択議定書　人権条約の国内実施　ジェンダー

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　日本が女性差別撤廃条約を批准して30余年が経過したが、世界経済フォーラムが発表する日本のジェンダー・
ギャップ指数（性差別の程度）は悪化の一途をたどっている。2019年の指数は調査された世界153カ国中、121位
と過去最低になった。今も残る性別役割分担意識の下、女性が家事・育児・介護等の大半を担い、女性労働者の
キャリア継続が困難であること、政策決定者としての閣僚・国会議員・地方議員に女性が少ないことなどが、主
な理由である。少子高齢化が急速に進行する日本社会が再生するためには、女性差別撤廃委員会が総括所見で示
した懸念事項を真摯に受け止め、勧告を実行していくほかない。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 女性差別撤廃条約批准から 30 余年を過ぎてなお、日本の女性差別は強固に続いている。それ
は、毎年12月に発表される世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ指数（The Global Gender 
Gap Index: GGGI）に端的に現れている。日本の総合順位は、2014 年の調査 142 カ国中、104
位であった。2015 年に調査 145 カ国中 101 位と若干上昇したが、2016 年には調査 144 カ国中、
111 位と下降した。統計を取り始めた 2006 年のランクは 115 カ国中 80 位であった。2008 年秋
に世界金融危機が発生し、2011 年 3 月に東日本大震災が発生したが、それらを考慮したとして
も、ランクは急速に下がり、低迷を続けている。 
ジェンダー・ギャップ指数は「政治」「経済」「教育」「健康」の 4 分野で調査され、総合ラン

クが決定される。日本の場合、とくに低いのは、「政治」と「経済」である。「政治」のランクが
2014 年で 129 位、2015 年で 104 位、2016 年で 103 位であった。これは、政策決定過程に参画
する女性の国会議員・地方議会議員、女性の閣僚が少ないことを意味する。「労働」では、1986
年 4 月に男女雇用機会均等法が施行され、以来 3 度改正されてきたが、2014 年のランクが 129
位、2015 年が 104 位、2016 年が 103 位であった。労働における差別撤廃は、女性の経済的自
立の大前提だが、世界第 3 位の経済大国の女性たちは低い地位に甘んじている。 
 
２．研究の目的 
日本は国連女性差別撤廃条約を 1985 年に批准し、これまでに計 5 回、条約 18 条に基づく定

期報告審査を受けてきた。定期報告は、条約の当事国（締約国）が、女性差別撤廃条約に規定さ
れた具体的な分野の差別撤廃にどのように取り組んできたかを記したものである。 

21 世紀に入って日本の定期報告は、2003 年、2009 年、2016 年に審査された。その間、婚姻
最低年齢の男女による違い、再婚禁止期間の男女による違い、夫婦別氏選択制の必要性、および
女性労働者に対する間接差別が、条約の国内適用を監視する女性差別撤廃委員会に指摘されて
きた。女性の再婚禁止期間は、2016（平成 28）年の民法改正で 180 日から 100 日に短縮され、
一定の改善がなされた。また、婚姻最低年齢は 2018（平成 30）年の民法改正により、男女とも
に 18 歳となった。しかし、その他の項目は、抜本的に解決されていない。 

1999 年、国連総会は個人通報手続と調査手続を兼ね備えた女性差別撤廃条約選択議定書を採
択した。これにより、国内の司法制度で救済されなかった個人が、国連の場で条約に定められた
差別撤廃がされていないと申し立てることが可能になる。しかし、日本政府は 1996-1999 年に
開催された女性差別撤廃条約選択議定書制定会議に参加したものの、今日に至るまで「選択議定
書の批准を検討中」と述べている。 
この研究では、女性差別撤廃条約に規定された差別撤廃が日本国内で進まない阻害要因を明

らかにする。そして、女性差別撤廃条約選択議定書の批准が、差別撤廃に貢献することを示す。 
 
３．研究の方法 
 女性差別の具体的な分野を大まかに「労働」「家族」「暴力」に分け、チームを個人の専門分野
に最も近いものに割り振り、毎月の研究会で順次発表し、討論した。予算の都合上、独自のアン
ケート調査は行わず、法律、判例、文献を調査し、他の研究者・団体によるアンケート調査を利
用した。 
 最初の 2年間は、歴史、社会、雇用、政治など、様々な分野における条約及び総括所見の実施
が進まない阻害要因を整理し、(1)差別禁止法がなく、国内本部機構の不十分であるなど、政治・
行政・司法制度に問題が残されている、(2)慣習や慣行にジェンダー意識と性別役割観念が強く
残されている、および(3)法制度・行政・司法制度と、慣習・慣行、性別役割観念が相互に強く
作用しあっていることを確認した。最後の 1 年間は、それぞれの阻害要因に焦点を当て、司法、
政治、日本軍「慰安婦」問題、女人禁制、家族制度、家庭における育児・ケア役割、生殖の権利、
教育など様々な分野においてジェンダー意識や性別役割観念がどのように形成・維持されるの
か、法および行政制度がどのように影響しているのか、あるいは影響を受けていることをある程
度解明し、その解決方法について論文等で提言した。 
研究を実践的に行うため、2018 年に国連女性差別撤廃委員会作業部会長（当時）が来日した際、

「なぜ女性差別撤廃条約選択議定書の批准は必要か」の演題で講演を依頼し、個人が一定の要件
の下で女性差別撤廃委員会に権利侵害を申し立てる個人通報手続の運営の実情を聞いた。2019
年には、政治の分野における女性およびジェンダーの問題について、外部専門家を招聘し、選挙
など政治制度および政治とジェンダー意識や性別役割観念との相互影響について報告を得た。
また、雇用の分野における女性差別および司法救済について、男女賃金差別事件の原告に裁判の
経験を聞いた。 
さらに、2018 年 12 月のジェンダー法学会（於立正大学品川キャンパス）でワークショップ「女
人禁制、伝統的慣習・慣行と女性差別撤廃条約」を開催し、2019 年 12 月のジェンダー法学会（於
大阪大学豊中キャンパス）でワークショップ「女性差別撤廃条約個人通報制度：日本からの想定
通報事例を考える」を開催し、研究成果を発表するとともに、他の研究者のコメントや質問を受
けて、議論を深めることができた。とくに、後者では、元・現国連女性差別撤廃委員、男女賃金
差別裁判の元原告と元代理人も参加し、1999 年制定の女性差別撤廃条約選択議定書の批准が不
可欠であると結論に至った。 
 



４．研究成果 
 2017-2019 年度の 3年間に、計 33回の研究会、および計 28回の報告（学会、講座、セミナー、
ワークショップ等を含む）を行った。また、論文 9本が執筆され、学会発表リスト 1本、判例研
究 1本、女性差別撤廃委員会の総括所見に関する資料 2点が得られた。論文の中で、阻害要因を
①政治・行政・司法制度、②性別役割分業体制（制度・慣行・意識）の存続、有害な慣習慣行や
参加の禁止（排除）、新・性別役割分業体制の意識的な維持再生産と法・司法、教育、メディア
など、③法と司法の遅れ（社会・慣行・ジェンダー意識を実体的にも象徴的にも具体化し助長す
る）、④これらの相互影響と相互強化、と整理した。そのうえで、各自が従来取り組んできた担
当分野について、考察を深めた。 
この報告書に論文の要旨を添付したが、論文の全文は 2020 年 3 月発行の報告書「女性差別撤

廃条約総括所見をめぐる総合的研究：日本の国内実施体制と阻害要因を中心に」を参照されたい。 
 
（１）政治・行政・司法制度 
山下泰子「女性差別撤廃条約の国内実施とその課題」 
 日本国憲法は第 98条第 2項で、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠
実に遵守することを必要とする」と定めている。日本が女性差別撤廃条約を批准する 1985 年の
国会審議の中でも、そのように理解されていた。しかし、女性差別撤廃条約第 2条（ｃ）が規定
する「権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子
を効果的に保護すること」について、憲法 98 条第 2項の規定にもかかわらず、日本の裁判所は
自動執行力がないと判断してきた。これに対して、女性差別撤廃委員会は 2016 年の総括所見で
懸念を表明した。なぜなら、条約の国内適用が国内裁判所に委ねられてしまうからである。これ
では、日本において条約が実効性をもって機能しているとは言いがたい。 
 論文の後半では、直近の定期報告審査である 2016 年の審査を振り返るとともに、女性差別撤
廃条約の実効性を確保するための方策、すなわち、条約・総括所見・「先例」等の周知、総括所
見実施の監視体制の構築、総括所見履行の明確な目標と指標を持った国内行動計画の策定、選択
議定書のすみやかな批准、NGO の強化などを提言した。 
 
吉田容子「女性差別撤廃条約の実施阻害要因としての法と司法」 
 日本には、「差別」を明確に定義しこれを禁止する法が存在しない。性差別を包含する法も残
されており、性に中立的な規定がかえって性差別を助長し、再生産する装置となっている場合も
ある。さらに、法曹に対するジェンダー教育は皆無に近く、根拠なき「経験則」や差別を内包し
た思い込みによる判断が散見される。婚外子の法定相続分は 2013 年の最高裁大法廷決定で違憲
とされたが、出生届に婚外子と婚内子の別を記載する欄は残されている。セクシュアルハラスメ
ントを定義する法はなく、女性労働者に対する間接差別（外見上性中立的だが実際は女性に不利
益をもたらす差別）や契約形態による差別が行われている。司法のジェンダー・バイアスにより、
差別を適法とする判決が出されている。法学部・法科大学院・司法研修所等で、法曹養成教育と
実務家研修におけるジェンダー教育の徹底が不可欠である。 
 
（２）性別役割、慣習・慣行 
源淳子「『女性差別撤廃条約』の阻害要因としての慣習・慣行」 
 女性差別撤廃条約第 1条は、「性に基づく区別、排除または制限であって、・・・文化的、・・・
その他のいかなる分野」においても、女性差別であるとする。また、第 2条（ｆ）は、締約国（条
約に入っている国）の差別撤廃義務として、「慣習及び慣行」も対象としている。 
日本で女人禁制が行われた理由は、女性の血の穢れに対する不浄観と、仏典にある女性蔑視思

想にある。2018 年 4 月、舞鶴巡業場所で挨拶をしていた舞鶴市長が突然倒れた時、市長の知人
である女性の看護師（複数）がすぐに土俵へ駆け上がり、救命措置をしたが、女性は土俵から下
りるようにとの場内アナウンスが幾度も流れた。また、奈良県にある「大峰山」（正式名称は山
上ヶ岳）は 1300 年の伝統を持つ修験道の山で、女人禁制を行っている。2004 年以来、筆者らは
「大峰山」側に女人禁制の理由を説明するよう求めてきたが、「大峰山」側は伝統を強調し、合
理的な説明はなかった。1985 年に女性差別撤廃条約の批准を審議していた国会で、皇室典範が
男系の男子に限られる皇位継承の規定が女性差別ではないかとの質問が出されたが、「皇位につ
く資格は基本的人権に含まれない」との答弁がなされた。 
女性差別の効果をもたらす慣習・慣行は非日常の場で起きることが多く、そのため関心を持つ

人が少なくなり、差別が残る理由と言える。 
 
岡田仁子「性別役割に関する固定観念の撤廃と女性差別撤廃条約」 
 女性差別撤廃条約は第 2条(f)で女性に対して差別的な法律、規則だけでなく慣習・慣行の修正
又は廃止を規定し、第 5条(a)では、男女いずれかの劣勢・優越の観念、性別役割に基づく偏見、
慣習・慣行に対応することを求める。女性差別撤廃委員会は、特に、性別役割にもとづく偏見や
固定観念に対応することは、差別の撤廃、女性の地位向上とともに条約の下の義務の三つの柱の
うちの一つであるとし、具体的には、特に女性への危害が大きい差別的な慣習・慣行については
有害慣行として、直ちに廃止する措置をとること、性別役割に関する偏見や固定観念に対して、
分野及び組織横断的な包括的政策をとることが求められることを、一般勧告や個人通報制度の



見解などにおいて述べている。 
  
（３）労働 
軽部恵子「女性差別撤廃条約の総括所見と日本の国内実施：雇用における差別撤廃（11 条）を
中心に」 
発表「女性差別撤廃委員会の総括所見の拘束性：日本の事例を中心に」於世界人権問題研究所

（2017 年 10 月 7日）、「国家人権規範を受容する過程：国連女性差別撤廃条約と日本の国内適用
に関する事例研究」於グローバル・ガバナンス学会第 11 回研究大会（2018 年 5 月 12 日）、「パ
トリシア・シュルツ国連女性差別撤廃委員会個人通報作業部会長の日本講演『なぜ女性差別撤廃
条約選択議定書の批准は必要か』：解説と発題」於世界人権問題研究センター（2018年 9月 8日）、
「女性差別撤廃条約選択議定書批准への課題」於国際人権法学会 2018 年度研究大会（2018 年 11
月 25 日）、発表と司会「雇用における差別撤廃と『女人禁制』」「ワークショップ D 女人禁制、
伝統的慣習・慣行と女性差別撤廃条約」於ジェンダー法学会第 16 回研究大会（2018 年 12 月 1
日）、発表と司会「個人通報制度の概要」「ワークショップ A 女性差別撤廃条約個人通報制度：
日本からの想定事例を考える」於ジェンダー法学会第 17 回学術大会（2019 年 12 月 7日） 
 
（４）教育・家族 
馬場まみ「女性差別撤廃条約の理念からみる教育の課題：性別特性論からの脱却」 
 女性差別撤廃条約は、「社会及び家庭における」男女の「伝統的役割」の変更と、性別特性論
教育の撤廃を求めている。女性差別撤廃委員会は、日本に対する直近の最終見解で、女子大学生
の専門分野に偏りがあること、女性研究者が少ないこと、初等・中等教育機関に女性管理職が少
ないことを指摘した。これらの問題が生じている要因として、職業による男女格差や性別特性論
を肯定する教員意識があげられる。日本における性別特性論教育については、戦後の経済成長期
に産業界の要請を強く受けて実施され、現在においてもなお学校文化として定着していること
が明らかにされている。また、政府の教育基本法「改正」の経緯からは、男女平等の理念を尊重
し、男女格差を解消するという姿勢がみられないことも指摘されている。そこで、現実の文部行
政を担う文部科学省のジェンダー観をみていくと、性別特性論を基本に据えていることがわか
った。そのため、生徒に適切なジェンダー平等教育が行われているとはいえない。また、文科省
の考え方が教員のジェンダー観や価値観に影響を及ぼし、性別役割分業を肯定的に捉える学校
文化を作り、家庭と両立しにくい職場環境になっているといえる。女性差別撤廃に向けて、政府
がジェンダー平等教育を達成するという意志をもち、性別特性論によらない教育行政を行うこ
とが求められる。 
 
斧出節子「育児期における家事・育児役割からみた性別役割分業体制解消の阻害要因：女性差別
撤廃条約における労働権利としての家庭責任に注目して」 
 日本は性別役割分業体制が強い社会である。社会的にも女性が家庭で行う家事・育児はプライ
ベートなものと見なされ、「労働」という認識は希薄であった。高度経済成長期にこのような体
制が一般大衆化し、終身雇用制と年功序列賃金をはじめとする日本型雇用制度とともに、男性を
一家の稼ぎ手と位置づけた。しかし、産業構造が変化し、グローバリゼーションが進み、シング
ルペアレントの増加、LGBT など、世帯構造が変化しているにもかかわらず、男女の性別役割分
業システムは、結婚を前提とした「男性は仕事、女性は家事・育児＋パート労働」として残って
いる。そこで、就労におけるジェンダー平等を実現できない阻害要因について、就労とトレード
オフの関係にあるジェンダー間の家事・育児役割の側面に焦点を当て探った。 
 日本の男性を家事・育児時間の側面からみると、先進諸国の中でも最も家庭責任をはたしてい
ない状況であった。そして先行研究において男性の家事・育児を阻害する要因分析からみえてく
るのは、職場という公領域における性別役割分業規範、男性の稼得役割、つまり「男性稼ぎ主」
という規範が阻害要因となり、男性に家庭責任を実践させないように作用しているということ
であった。この職場での強固な「男性稼ぎ主」規範を維持しているものは、民間の終身雇用制度
をはじめとする「日本型雇用制度」と、年金制度をはじめとする「生活保障に関する政府の法・
政策」が相互作用し、男性に家庭責任を負わせないしくみになっていることが考えられる。今後
は結婚に基づく家族単位の生活保障システムから、個人を基本としたシステムに転換させてい
くことが求められる。 
 
伏見裕子「出産をめぐる社会的規範と女性の『主体性』」 
女性差別撤廃条約 12 条は、家族計画に関連するものも含む保健サービスにおける男女平等を

規定するが、日本において出産時の女性の心身の安全を確保するための医療サービスは概ね行
き渡っているものの、女性の心身の安全に影響を与えかねない出産の美化、出産のあり方をめぐ
る課題もある。 
2017 年現在、日本の出産の 99％は病院等医療機関で行われているが、出産史研究をみると、

「産ませる」医療に対して出産する女性の「主体性」を強調することに始まり、医師の権威、不
適切な医療介入について出産する女性が声をあげ始めている。しかしその後、女性に「産む力」
がそなわっている、出産の医療化前の「昔の出産」が理想化されるなど、医療化された出産と産
婦の主体性が生かされる出産との対立をあおりかねない言説も見られるようになる。医療介入



のない「自然」で「主体性」のある出産が理想化されると、子どもの生命にも影響を及ぼしかね
ない。本来女性の主体性を尊重し、心身の安全を確保するための言説が、「自然なお産」が「い
いお産」であるとする新たな社会規範をつくりだし、それが女性の安全を脅かす可能性を持つと
も考えられる。 
 
堀江有里「慣習・慣行としての『家族規範』：ホモフォビアと性差別の基盤をめぐって」 
 女性差別撤廃条約の日本の履行を阻害する要因の一つである「家族規範」を、レズビアン、バ
イセクシュアル、及びトランスジェンダー女性の人権の視点から、東京都渋谷区の「同性パート
ナーシップ」条例に関する反対言説に焦点を当て、検討した。 
2015 年施行の同条例は、男女の人権の尊重とともに、性的少数者の人権の尊重を掲げ、「男女

の婚姻関係と同等」の関係についてパートナーシップ証明を発行することを規定する。その制定
過程において条例案に対する意見のうち、街頭やメディア上での伝統的な家族制度を理由とす
る反対意見は、(1)憲法違反、(2)コンセンサスの不在、(3)婚姻制度の目的が子どもの福祉、あ
るいは生殖であるという主張にまとめることができる。特に(3)の点については、類似する差別
発言が政治家によっても繰り返されている。その主張は、伝統的、あるいはあるべき「家族」観
に基づく家族規範を背景にしており、その規範は性的マイノリティの排除や性別役割分担の強
化をもたらす。 
 
（５）暴力 
山下明子「日本軍性奴隷制に対する国連の勧告と日本政府の対応；被害者の人権救済と国家の責
務」 
 日本軍の性奴隷制が国連で初めて、被害者が参加する中で論じられたのは、1993 年の世界人
権会議である。1995 年の第 4回世界女性会議（北京会議）へと続き、1996 年に「女性に対する
暴力に関する特別報告者」のラディカ・クマラスワミによる報告書が提出された。1998 年には、
「武力紛争下の強姦、性奴隷制および奴隷制類慣行に関する特別報告者」のゲイ・マクドゥーガ
ルによる報告書が提出された。これらの中で、「性奴隷制」の用語が用いられた。1994 年以来、
女性差別撤廃委員会を初め、人種差別撤廃委員会、自由権規約委員会、拷問禁止委員会、社会権
規約委員会、国連人権委理事会普遍的定期審査などから、日本軍の性奴隷制に対する決議や勧告
が出されてきた。勧告に共通する視点は、被害者個人の人権救済および人権回復の視点である。
2015 年 12 月、大韓民国と日本の間で、「最終的かつ不可逆的に解決した」とする二国間合意が
発表されたが、女性差別撤廃委員会から被害者中心のアプローチになっていない等、いくつか懸
念が表明された。論文後半は、日本政府の対応を振り返る。1995 年、元「慰安婦」たちへの償い
事業として、「財団法人女性のためのアジア平和国民基金」が創設されたが、償い金を払いこそ
すれ、性奴隷制度の内容を知り、被害女性たちの人権と名誉回復を目指すものではなかった。
2007 年に「強制連行を示す文書は存在しない」と閣議決定した。被害女性の名誉ではなく、国
家の名誉が優先されている。女性差別撤廃委員会などの委員会は、被害者の尊厳の回復のために
教科書に記す必要があるとの認識で共通している。 
 
林陽子「女性差別撤廃委員会下での個人通報の見解（決定）の法的効力：スペイン最高裁判決
（2018 年）の紹介」 
 2018 年 7 月、スペイン最高裁判所は、女性差別撤廃委員会が発表した個人通報の見解が国家
を法的に拘束すると判断し、原告女性に対して 60 万ユーロの損害賠償を払うよう命じた。この
個人通報は、スペイン人女性が元パートナーの DV 被害に遭い、娘を連れて別居したが、元パー
トナーの暴力が続いた。女性が警察に通報したが無視され、娘は父親である元パートナーによっ
て殺害され、犯人は直後に自殺した。原告女性は、国が元パートナーの DV に対する効果的な救
済を与えず、娘との面会交流を立ち会いなしで認めるなど、司法の運営に誤りがあったと主張し、
国に対して損害賠償を求めた。この訴えは、最高裁まで争い認められなかったが、スペイン人女
性が救済を求めて、女性差別撤廃委員会に個人通報を申し立てた。2014 年に、女性差別撤廃委
員会は「権利侵害があった」との見解を示した。その後、申し立て人の女性は、特別再審請求を
スペイン裁判所に申し立てたが棄却され、2017 年に最高裁で棄却が確定した。損害賠償の訴え
は、2016 年に棄却されたが、最高裁で逆転勝訴となった。 
スペイン憲法には、「憲法上の人権は国際人権法に沿って解釈されなければならない」という

規定があり、これが日本と大きく異なる点である。今後、日本で国内人権機関が設立される時、
設立準拠法の中で同様の規定を置く必要があると感じさせた。 
 
（６）資料 
 
谷口洋幸「CEDAW 総括所見と他条約機関の総括所見との比較」（CEDAW2016 総括所見以前） 
 
同「CEDAW 総括所見と他条約機関の総括所見との比較」（CEDAW2016 総括所見以降） 
 

以上 
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